
ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ関東つくば銀行
平成２０年１０月９日

ＡＴＭにおける生体認証機能の導入および「生体認証付ＩＣキャッシュカード」の発行について

関東つくば銀行（頭取 木村 興三）は、平成２０年１０月１４日（火）から、偽造・盗難カードに

よる不正取引防止強化の観点から、ＡＴＭでのお取引時に「指静脈パターン（以下「生体情報」という。）

による生体認証機能を導入いたします。

生体認証のお取引に対応するため、新たに「生体認証付ＩＣキャッシュカード」の発行を開始いたし

ます。

概要につきまして、下記のとおりお知らせします。

記

1．生体認証付ＩＣキャッシュカードの概要

名称 生体認証付ＩＣキャッシュカード

対象者 個人のお客さまの普通預金（代理人カードも対象）

カード形態 ＩＣと磁気ストライプ併用

有効期限 ５年

手数料 発行（切替含む）・更新・再発行手数料とも２,１００円（消費税込み）

カードの

ご利用方法

「生体認証付ＩＣキャッシュカード」がお手元に届きましたら、当行本支店

の窓口にて、生体情報をＩＣチップ内にご登録いただきます。

2．生体情報登録装置および生体認証対応ＡＴＭの設置

（１）生体情報登録装置および生体認証対応ＡＴＭの設置は、次の営業店から順次設置してまいります。

①生体情報登録装置

本店営業部 千代田支店

※上記、当初生体情報登録装置設置店舗では、設置店舗以外が発行した生体認証付ＩＣキャッシュカ

ードへの生体情報の登録も可能です。

②生体認証対応ＡＴＭ

本店営業部 千代田支店
土浦駅東出張所

（本店営業部店舗外ＡＴＭ）

※１１月上旬までのＡＴＭ設置スケジュール（予定）は別添参照願います。

※土浦駅東出張所の店舗営業は、１０月１０日営業終了をもって本店営業部へ統合いたします。

（２）平成２０年１０月１４日以降、各店に順次、生体情報登録装置および生体認証対応ＡＴＭを設置

し、平成２１年１月中にすべての拠点（店舗外ＡＴＭ含む）に設置いたします。

※生体情報登録装置は、営業店舗のみ設置となります。



３．生体認証付ＩＣキャッシュカードのお取引限度額

取引種類 取引限度額 個別に設定可能な範囲

生体認証取引 ５００万円 ５０万円～５００万円

ＩＣ認証取引 １００万円 ０万円～２００万円

お取引限度額
（１日・１口座）
および個別に設定

可能な範囲 磁気ストライプ取引 １００万円 ０万円～２００万円

４．発行手数料無料キャンペーンの実施
（１）主旨

偽造・盗難カードによる不正取引被害防止の強化として導入する「生体認証付ＩＣキャッシュカ
ード」への切替促進を図ることを目的として、期間限定で発行（切替含む）手数料無料キャンペ
ーンを実施します。

（２）キャンペーン内容
①キャンペーン期間
平成２０年１０月１４日～平成２１年３月３１日発行手続き分まで

②キャンペーン内容

通常 キャンペーン期間

発行（切替含む）手数料 ２，１００円 発行手数料（切替含む） 無 料

※当該キャンペーン期間中に、初めて「生体認証付ＩＣキャッシュカード」を発行される場合に適

用させていただきます。

かんぎんは、お客さまのニーズにお応えするために、引続き新しい商品・サービスの開発、提供に努
めてまいります。

以 上

本件に関するお問い合わせ先

関東つくば銀行 営業統括部 営業企画 G 益 子（内線４７１）

総合企画部 調査広報室 和 田（内線３７８）
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